
広島市告示第２６４号 

令和８年５月１日 

 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２４第１項第９号の規定に基づき、次のと

おり指定障害児通所支援事業者の指定を取り消しましたので、告示します。 

 

令和８年４月３０日 

広島市長 松井 一實  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービスの種類 

株式会社ウェブ・エー

ジェンシー 

ＫＡＩＺＵＫＡ療育セ

ンター五日市 

広島市佐伯区五日市二丁

目６番４号 
放課後等デイサービス 

株式会社ウェブ・エー

ジェンシー 

ＫＡＩＺＵＫＡ療育セ

ンター楽々園 

広島市佐伯区五日市中央

四丁目５番６号 
放課後等デイサービス 

株式会社ウェブ・エー

ジェンシー 

ＫＡＩＺＵＫＡ療育セ

ンターハナミズキ 

広島市佐伯区千同二丁目

１番１５号-２F 
放課後等デイサービス 


